
いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。
 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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１．税務カレンダー（2024年5月の税務）
２．相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合
３．2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!

～トピックス～

5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞

●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税
＞
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（1月決算法人は
2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税（種別割）の納付（5月中において都道府県の条例で定める日）
○鉱区税の納付（5月中において都道府県の条例で定める日）



◆相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属

である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20％の税率を乗じた額
を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除し
て精算するものです。

相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基
礎控除（3000万円と法定相続人１人当たり600万円）があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納
付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈
与を受けることもできます。

◆贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告
相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年２月１日から３月15日までに、相続時精算課税

選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年

の翌年３月15日（贈与税の申告期限）又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日（相続税の申告期限）のい
ずれか早い日までに相続税の納税地の税務署⾧に提出します。

このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。

相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合

◆令和６年施行の改正内容
令和５年度税制改正により、令和6年1月１日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されま

した。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要
です。

また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和６年１月１日以後に災害によ
り一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額（保険金等で補てんされた金
額を差引き後）を贈与時の価額から控除できます。

◆届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適
用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。



住民税は納付しているものの、所得税は非課税というケースでは、１世帯当たり１０万円が給付されます。
 そして、住民税も所得税も課税されていないケースでは、１世帯当たり７万円を給付し、物価高対策として
決定済みの３万円の給付金とあわせて、１世帯当たり１０万円の負担軽減を行います。

 所得税の定額減税は、２０２４年６月１日以降最初に支払いを受ける給与等（賞与を含む）から、源泉徴収
されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除しますが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控
除します。
 個人住民税は、２０２４年６月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の１１分
の１の額を７月から２０２５年５月まで１１ヵ月間、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収されます。

 例えば、４人家族で年間の住民税支払額が９.５万円の場合、減税される４万円を控除した５.５万円が住民
税の支払総額となりますが、この５.５万円を１１ヵ月で割った５千円が７月より毎月徴収されることになり
ます。

２０２４年度税制改正の基本的な考え方は、与党税制改正大綱によりますと、物価上昇を上回る賃金上昇の実
現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸
びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしております。
 そして、２０２４年度税制改正の一つに所得税・個人住民税の定額減税があります。

 具体的には、納税者（合計所得金額１,８０５万円超（給与収入のみの場合、給与収入２,０００万円超に相
当）の高額所得者については対象外）及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、２０２４年分の所得税３万円、
２０２４年度分の個人住民税１万円の減税を行うこととし、２０２４年６月以降の源泉徴収・特別徴収等、実
務上できる限り速やかに実施されます。
 また、所得税と住民税の納税額が減税額の４万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を１万円単位
の給付でまかなうとしております。

2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!

２０２４年ゴールデンウイーク 休業期間のお知らせ

休業期間:４月27.28.29日 ５月3日（金）～５月6日（月）

なお４月30日（火）5月1日（水）2日（木）は通常営業いたします。


